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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器の口部に装着されるキャップ本体と、該キャップ本体とヒンジを介して連結され、
該キャップ本体に被冠される蓋体とからなるキャップであって、
　前記キャップ本体と前記蓋体とは、前記ヒンジとは反対側の位置にてタンパーエビデン
ス片により連結され、
　該タンパーエビデンス片は、前記キャップ本体及び前記蓋体と別体に構成され、
　該タンパーエビデンス片は、前記蓋体側に係止される蓋体側係止片と、前記キャップ本
体側に係止されるキャップ本体側係止片と、前記蓋体側係止片と前記キャップ本体側係止
片とを接続する切断容易な弱化部とから構成され、
　前記キャップ本体は、天面部と、該天面部の外周縁から垂設される胴部と、前記天面部
に設けた開口部とを備え、
　前記タンパーエビデンス片のキャップ本体側係止片は、前記キャップ本体の前記開口部
内に挿入されて、その下端が前記キャップ本体の胴部の内壁面に相対移動不能に係止され
、
　前記蓋体は、天面部と、該天面部の外周縁から垂設される胴部と、該胴部の内側に設け
た係止壁部とを備え、
　前記タンパーエビデンス片の前記蓋体側係止片は、その上端が前記蓋体の胴部と前記係
止壁部との間に相対移動不能に係止されることを特徴とするキャップのタンパーエビデン
ス構造。
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【請求項２】
　前記弱化部は、前記蓋体側係止片及び前記キャップ本体側係止片に対して内方寄りに配
置されることを特徴とする請求項１に記載のキャップのタンパーエビデンス構造。
【請求項３】
　前記蓋体側係止片の外壁面と前記キャップ本体側係止片の外壁面とは同一平面上になる
ことを特徴とする請求項１または２に記載のキャップのタンパーエビデンス構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明、容器の口部に装着されるキャップ本体と、該キャップ本体に被冠される蓋体と
からなるキャップにおいて、蓋体を一度開けたら、この開栓状態を示す痕跡、すなわち開
栓履歴を明確に判別できるようにしたキャップのタンパーエビデンス構造に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、タンパーエビデンス構造を有するキャップが種々提案されている。
　例えば、特許文献１には、容器の口部に装着される略円筒状のキャップ本体と、該キャ
ップ本体に冠着される有底筒状の蓋体とからなるキャップであって、蓋体またはキャップ
本体のいずれか一方には、容易に切離可能な第１突起が設けられ、また、他方には、容易
に切離可能な第２突起が設けられ、蓋体がキャップ本体に冠着された状態において、第１
突起と第２突起とを離脱不可能に係合または接合して、開栓履歴確認用の確認突起として
構成すると共に、該確認突起をキャップ本体及び蓋体から切離するための摘み部を確認突
起の側方に一体に設けたことを特徴とするキャップが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１３７７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の発明に係るキャップでは、最初に開栓する際には、確認突
起を引っ張りキャップ本体及び蓋体から切離することで開栓し、確認突起の有無により開
栓履歴を判別するようにしているが、使用者にとって確認突起を切離させる操作が煩雑で
あり、さらなる改善が要求されていた。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、最初に開栓する際通常の開栓操作に
て開栓して、しかも、開栓履歴を判別可能にしたキャップのタンパーエビデンス構造を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明は、容器の
口部に装着されるキャップ本体と、該キャップ本体とヒンジを介して連結され、該キャッ
プ本体に被冠される蓋体とからなるキャップであって、前記キャップ本体と前記蓋体とは
、前記ヒンジとは反対側の位置にてタンパーエビデンス片により連結され、該タンパーエ
ビデンス片は、前記キャップ本体及び前記蓋体と別体に構成され、該タンパーエビデンス
片は、前記蓋体側に係止される蓋体側係止片と、前記キャップ本体側に係止されるキャッ
プ本体側係止片と、前記蓋体側係止片と前記キャップ本体側係止片とを接続する切断容易
な弱化部とから構成され、前記キャップ本体は、天面部と、該天面部の外周縁から垂設さ
れる胴部と、前記天面部に設けた開口部とを備え、前記タンパーエビデンス片のキャップ
本体側係止片は、前記キャップ本体の前記開口部内に挿入されて、その下端が前記キャッ
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プ本体の胴部の内壁面に相対移動不能に係止され、前記蓋体は、天面部と、該天面部の外
周縁から垂設される胴部と、該胴部の内側に設けた係止壁部とを備え、前記タンパーエビ
デンス片の前記蓋体側係止片は、その上端が前記蓋体の胴部と前記係止壁部との間に相対
移動不能に係止されることを特徴とするものである。
　請求項１の発明では、最初に開栓する際には、単に蓋体を開けば、タンパーエビデンス
片の弱化部が切断されて通常通り使用することができる。しかも、タンパーエビデンス片
の弱化部の切断状況を視認することで開栓履歴を判別することができる。
　また、請求項１の発明では、タンパーエビデンス片のキャップ本体側係止片がキャップ
本体の胴部の内壁面に相対移動不能に係止されることで、最初に開栓した後もその状態が
維持される。さらに、タンパーエビデンス片の蓋体側係止片が蓋体の胴部と係止壁部との
間に相対移動不能に係止されることで、最初に開栓した後もその状態が維持される。
【０００８】
　請求項２に記載した発明は、請求項１に記載した発明において、前記弱化部は、前記蓋
体側係止片及び前記キャップ本体側係止片に対して内方寄りに配置されることを特徴とす
るものである。
　請求項２の発明では、キャップの製造が容易となる。
【００１０】
　請求項３に記載した発明は、請求項１または２に記載した発明において、前記蓋体側係
止片の外壁面と前記キャップ本体側係止片の外壁面とは同一平面上になることを特徴とす
るものである。
　請求項３の発明では、外観上の見栄えが良好となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、最初に開栓する際には、蓋体を開けば、タンパーエビデンス片の弱化
部が切断され、その弱化部の切断状況を視認することで開栓履歴を判別することができる
。しかも、最初に開栓する際、使用者は通常の開栓操作を行うだけであるので、その操作
が複雑になることはない。
　また、タンパーエビデンス片を別体に構成し、キャップ本体と蓋体との間に連絡するよ
うに取り付けたので、タンパーエビデンス片の材料と、蓋体及びキャップ本体の材料とを
相違させる等して、視認する場所を特定し易くすると共に開栓履歴を確認し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るキャップの構成であるキャップ本体及び蓋体
の平面図である。
【図２】図２は、図１のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係るキャップの構成であるタンパーエビデンス片
を示し、（ａ）は正面図であり、（ｂ）は右側面図である。
【図４】図４は、キャップ本体及び蓋体がタンパーエビデンス片により連結された状態の
正面図である。
【図５】図５は、図４のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図６】図６は、図５の状態から蓋体を開いた状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態を図１～図６に基づいて詳細に説明する。
　本発明の実施の形態に係るキャップ１は、図１、図２及び図５に示すように、容器の口
部（図示略）に装着されるキャップ本体２と、該キャップ本体２に被冠される蓋体３とか
ら構成される。キャップ本体２と蓋体３とは、ヒンジ４で連結される。また、キャップ本
体２と蓋体３とは、ヒンジ４側とは反対の位置にてタンパーエビデンス片５によっても連
結される。キャップ本体２及び蓋体３は合成樹脂でそれぞれ構成される。
【００１４】
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　図１及び図２に示すように、キャップ本体２は、欠円板状の天面部１０と、該天面部１
０の外周縁から垂設される円筒状胴部１１と、該円筒状胴部１１より内側で、天面部１０
の下面から該円筒状胴部１１と同心状に垂設される円筒状嵌合部１２と、該円筒状嵌合部
１２の内側で、天面部１０の下面から該円筒状胴部１１と同心状に垂設される円筒状注出
部１３と、該円筒状注出部１３と連続するように天面部１０の上面から立設される円筒状
案内部１４とを備えている。円筒状嵌合部１２の下部内壁面には環状の係合突条１５が延
びている。また、円筒状案内部１４の外壁面には環状の係合突条１６が延びている。円筒
状嵌合部１２は円筒状胴部１１よりその高さが低く形成される。また、円筒状注出部１３
は円筒状嵌合部１２よりその高さが低く形成される。
【００１５】
　キャップ本体２の円筒状胴部１１の一部には、図２に示す側面視で下端から上方に向か
って内側に湾曲して延びる壁面２０ａが形成され、その上端が図１に示す平面視で直線状
に延びる直線状縁部２０ｂとして形成される。直線状縁部２０ｂは、周囲の円筒状胴部１
１より低い位置に形成される。直線状縁部２０ｂは天面部１０と接続されておらず、天面
部１０には直線状縁部２０ｂに沿った内側に略矩形状の開口部２１が形成される。直線状
縁部２０ｂの内側に水平方向に延びる係止段部２２が形成される。
【００１６】
　一方、図１及び図２に示すように、蓋体３は、円板状の天面部３０と、該天面部３０の
外周縁から垂設される円筒状胴部３１と、該円筒状胴部３１より内側で、天面部３０の下
面から該円筒状胴部３１と同心状に垂設される円筒状嵌合部３２と、該円筒状嵌合部３２
の内側で、天面部３０の下面から該円筒状嵌合部３２と同心状に垂設される円筒状密着部
３３とを備えている。円筒状嵌合部３２の下部内壁面には係合突条３４が環状に延びてい
る。円筒状嵌合部３２は円筒状胴部３１よりその高さが低く形成される。また、円筒状密
着部３３は円筒状嵌合部３２よりその高さが低く形成される。
【００１７】
　蓋体３の円筒状胴部３１には、キャップ本体２の円筒状胴部１１の直線状縁部２０ｂと
対応する範囲に、天面部３０を除く円筒状胴部３１の一部だけを切欠き、この部位に直線
状に延びる直線状壁部３５が形成される。その結果、直線状壁部３５から外方に天面部３
０の一部が突出するようになる。この突出部位が、使用者が指を引っ掛けるための引っ掛
け部３６として機能する。円筒状胴部３１の直線状壁部３５は、その高さが周囲の円筒状
胴部３１の高さより低く形成されている。該直線状壁部３５の内側には、該直線状壁部３
５と間隔を置いて平行に複数の係止壁部４０が天面部３０から垂設されている。複数の係
止壁部４０は直列に配置されている。本実施形態では係止壁部４０が３箇所形成される。
円筒状胴部３１に設けた直線状壁部３５の、各係止壁部４０と対向する壁面には、長手方
向に延びる係合突部４１が形成される。該係合突部４１は上下方向に間隔を置いて複数形
成される。本実施形態では、係合突部４１は２箇所形成される。なお、円筒状胴部３１の
直線状壁部３５と各係止壁部４０とはその高さが同一である。
【００１８】
　ヒンジ４は、キャップ本体２の円筒状胴部１１の外壁面と、蓋体３の円筒状胴部３１の
外壁面とに接続される。なお、キャップ本体２の円筒状胴部１１に設けた直線状縁部２０
ｂ及び天面部１０に設けた開口部２１は、ヒンジ４側とは反対側に形成される。一方、蓋
体３の円筒状胴部３１に設けた直線状壁部３５及び各係止壁部４０も、ヒンジ４側とは反
対側に形成される。
【００１９】
　タンパーエビデンス片５は、図３に示すように、蓋体３側に嵌合される蓋体側係止片４
５と、キャップ本体２側に嵌合されるキャップ本体側係止片４６と、蓋体側係止片４５と
キャップ本体側係止片４６とを接続する切断容易な弱化部４７とから構成される。
　蓋体側係止片４５は、直方体で構成されるブロック状部５０と、該ブロック状部５０の
上面から一体的に立設される係止板状部５１とからなる。係止板状部５１は、ブロック状
部５０よりも長手方向の長さが短く形成される。係止板状部５１は、ブロック状部５０の
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上面で、背面寄りから立設される。係止板状部５１の背面とブロック状部５０の背面とは
同一平面上に位置する。係止板状部５１の正面には、長手方向に沿って係合突部５２が延
びる。係合突部５２は上下方向に間隔を置いて複数形成される。本実施形態では、係合突
部５２は２箇所形成される。
【００２０】
　一方、キャップ本体側係止片４６は、直方体で構成されるブロック状部５５と、該ブロ
ック状部５５の下面から一体的に垂設される係止板状部５６とからなる。係止板状部５６
は、ブロック状部５５よりも長手方向の長さが短く形成される。係止板状部５６は、ブロ
ック状部５５の下面で、背面寄りから垂設される。係止板状部５６の背面とブロック状部
５５の背面とは同一平面上に位置する。係止板状部５６の正面の下端には下縁に沿って突
出した係止爪部５７が形成される。該係止爪部５７は、係止板状部５６の長手方向全域に
亘って形成される。
【００２１】
　タンパーエビデンス片５において、蓋体側係止片４５のブロック状部５０と、キャップ
本体側係止片４６のブロック状部５５との長手方向の長さ及び厚みは略同じである。これ
らブロック状部５０、５５の長手方向の長さが、キャップ本体２の直線状縁部２０ｂ及び
蓋体３の直線状壁部３５の長さに略一致する。また、蓋体側係止片４５の係止板状部５１
と、キャップ本体側係止片４６の係止板状部５６との長手方向の長さは略同じである。蓋
体側係止片４５の係止板状部５１の厚みは、キャップ本体側係止片４６の係止板状部５６
の厚みより薄く形成される。
【００２２】
　弱化部４７は、蓋体側係止片４５のブロック状部５０の下面と、キャップ本体側係止片
４６のブロック状部５５の上面とを接続する複数の極細径の棒状部６０で構成される。各
棒状部６０は上下方向からの引張力により容易に切断するものである。各棒状部６０は、
蓋体側係止片４５の係止板状部５１及びキャップ本体側係止片４６の係止板状部５６に対
して背面寄り（内方寄り）に配置している（図３（ｂ）参照）。本実施形態では、棒状部
６０は３箇所形成される。各棒状部６０は、組み込み機の関係上、蓋体側係止片４５の係
止板状部５１及びキャップ本体側係止片４６の係止板状部５６に対して背面寄りに配置す
ることが好ましい。なお、蓋体側係止片４５のブロック状部５０とキャップ本体側係止片
４６のブロック状部５５とはそれぞれの正面壁（外壁面）及び背面壁（内壁面）が同一平
面上に位置する。
【００２３】
　そして、図４及び図５に示すように、まず、タンパーエビデンス片５を構成する蓋体側
係止片４５の係止板状部５１を、蓋体３の円筒状胴部３１の直線状壁部３５と複数の係止
壁部４０との間に圧入する。これによって、蓋体側係止片４５の係止板状部５１の正面に
設けた各係合突部５２が蓋体３の円筒状胴部３１の直線状壁部３５に設けた各係合突部４
１に係合されて、蓋体３にタンパーエビデンス片５が相対移動不能に係止される。このと
き、蓋体３の円筒状胴部３１の直線状壁部３５の外壁面と、蓋体側係止片４５のブロック
状部５０の正面壁とが同一平面上に位置するようになる。
【００２４】
　次に、この状態でヒンジ４を折り曲げて、キャップ本体２に蓋体３を被せる。このとき
、キャップ本体２の円筒状案内部１４の外壁面に設けた係合突条１６と、蓋体３の円筒状
嵌合部３２の内壁面に設けた係合突条３４が係合すると共に、蓋体３の円筒状密着部３３
の先端外壁面がキャップ本体２の円筒状案内部１４の先端内壁面に密着する。これと同時
に、タンパーエビデンス片５の下部に位置するキャップ本体側係止片４６の係止板状部５
６の下端がキャップ本体２に設けた開口部２１近傍の直線状縁部２０ｂに軽く衝合し、こ
れを更に押し込むことにより、開口部２１内で直線状縁部２０ｂの内側に重なるように挿
入される。そして、キャップ本体側係止片４６のブロック状部５５がキャップ本体２の円
筒状胴部１１の直線状縁部２０ｂの上方に位置すると共に係止板状部５６の下端に設けた
係止爪部５７が、キャップ本体２の円筒状胴部１１に設けた直線状縁部２０ｂの係止段部
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２２に相対移動不能に係止される。この結果、蓋体３がキャップ本体２に被冠されて、タ
ンパーエビデンス機能を備えた本キャップ１が構成される。
　次に、キャップ本体２の円筒状嵌合部１２と円筒状注出部１３との間の環状空間６３に
容器の口部が嵌合されて、容器内とキャップ本体２の円筒状注出部１３とが連通する。
【００２５】
　次に、本発明の実施の形態に係るキャップ１の作用を説明する。
　図５の状態から最初に開栓する際には、使用者は、指を蓋体３の引っ掛け部３６に引っ
掛けて蓋体３を上方に向かってヒンジ４を支点に回動させながら押し上げる。すると、タ
ンパーエビデンス片５の各棒状部６０（弱化部４７）に引張力が働き、最終的に切断され
て、図６に示すように、蓋体３が開くようになる。この時、タンパーエビデンス片５の蓋
体側係止片４５は蓋体３に相対移動不能に係止された状態のままであり、タンパーエビデ
ンス片５のキャップ本体側係止片４６はキャップ本体２に相対移動不能に係止された状態
で維持される。その後は、蓋体３を開閉することで通常通りの使用が可能になる。
　これにより、最初に開栓された後、タンパーエビデンス片５の各棒状部６０が切断され
た状態を視認することにより、開栓履歴を判別することができる。
【００２６】
　以上説明したように、本発明の実施の形態に係るキャップ１は、容器の口部に装着され
るキャップ本体２と、該キャップ本体２とヒンジ４を介して連結され、該キャップ本体２
に被冠される蓋体３とからなり、キャップ本体２と蓋体３とは、ヒンジ４とは反対側の位
置にてタンパーエビデンス片５により連結される。このタンパーエビデンス片５は、蓋体
３側に係止される蓋体側係止片４５と、キャップ本体２側に係止されるキャップ本体側係
止片４６と、これら蓋体側係止片４５とキャップ本体側係止片４６とを接続する切断容易
な各棒状部６０（弱化部４７）とから構成される。
　そして、最初に開栓する際には、通常通り蓋体３を、ヒンジ４を支点に開けば、タンパ
ーエビデンス片５の各棒状部６０が切断されて使用可能になり、しかも、タンパーエビデ
ンス片５の各棒状部６０の切断状況を視認することで、開栓履歴を判別することができる
。このように、最初に開栓する際には、通常通り蓋体３を開くだけの操作でよいので、使
用者にとってその操作が複雑になることはない。
【００２７】
　また、本発明の実施の形態に係るキャップ１では、各棒状部６０を、蓋体側係止片４５
の係止板状部５１及びキャップ本体側係止片４６の係止板状部５６に対して背面寄り（内
面寄り）に配置することにより、キャップ１の製造が容易となる。また、最初に蓋体３を
開栓する際には、タンパーエビデンス片５の各棒状部６０（弱化部４７）への引張力が、
蓋体側係止片４５の係止板状部５１が蓋体３の円筒状胴部３１の直線状壁部３５と各係止
壁部４０との間から抜脱される抜脱力よりも大きく作用するので、スムーズにタンパーエ
ビデンス片５の各棒状部６０を切断することが可能になる。
【００２８】
　さらに、本発明の実施の形態に係るキャップ１では、タンパーエビデンス片５をキャッ
プ本体２と蓋体３とは別体に構成したので、複雑な金型を使用しなくとも、タンパーエビ
デンス機能を有したキャップ１を提供することができる。
【符号の説明】
【００２９】
　１　キャップ，２　キャップ本体，３　蓋体，４　ヒンジ，５　タンパーエビデンス片
，１０　天面部（キャップ本体），１１　円筒状胴部（キャップ本体），２０ｂ　直線状
縁部（キャップ本体），２１　開口部，２２　係止段部（キャップ本体），３０　天面部
（蓋体），３１　円筒状胴部（蓋体），３５　直線状壁部（蓋体），４０　係止壁部，４
１　係合突部（蓋体），５２　係合突部（蓋体側係止片），４５　蓋体側係止片，４６　
キャップ本体側係止片，４７　弱化部，５７　係止爪部，６０　棒状部
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